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令
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年
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十
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閣
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衆

議

院

議

長 
大

島

理

森 
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衆
議
院
議
員
関
健
一
郎
君
提
出
「
被
災
ご
み
」
「
災
害
ご
み
」
等
の
呼
称
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。 

 
 



 

 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
関
健
一
郎
君
提
出
「
被
災
ご
み
」
「
災
害
ご
み
」
等
の
呼
称
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

 
 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
お
い
て
は
、
「
廃

棄
物
」
に
つ
い
て
、
「
ご
み
、
粗
大
ご
み
、
燃
え
殻
、
汚
泥
、
ふ
ん
尿
、
廃
油
、
廃
酸
、
廃
ア
ル
カ
リ
、
動
物
の
死
体
そ
の

他
の
汚
物
又
は
不
要
物
で
あ
つ
て
、
固
形
状
又
は
液
状
の
も
の
」
と
定
義
し
て
い
る
。
ま
た
、
自
然
災
害
に
直
接
起
因
し
て

発
生
す
る
廃
棄
物
の
う
ち
、
生
活
環
境
保
全
上
の
支
障
へ
対
処
す
る
た
め
、
市
区
町
村
等
が
そ
の
処
理
を
実
施
す
る
も
の
を

「
災
害
廃
棄
物
」
と
呼
ん
で
い
る
。 

 
 

一
方
、
被
災
地
に
お
い
て
発
見
さ
れ
た
ア
ル
バ
ム
、
写
真
、
位
牌 は

い

等
の
物
品
に
関
し
て
は
、
「
災
害
廃
棄
物
」
に
該
当
し

な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
市
区
町
村
等
は
思
い
出
の
品
等
と
し
て
「
災
害
廃
棄
物
」
と
は
区
別
し
て
そ
の
取
扱
ル
ー

ル
を
定
め
る
よ
う
、
災
害
廃
棄
物
対
策
指
針
（
平
成
三
十
年
三
月
改
定
版
）
に
お
い
て
、
市
区
町
村
等
に
助
言
を
行
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

こ
の
よ
う
な
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
、
御
指
摘
の
報
道
機
関
も
含
め
、
丁
寧
に
説
明
し
て
ま
い
り
た
い
。 


